
 

（仮訳） 

共同プレス声明 

２０２４年５月２日 日・ＥＵハイレベル経済対話 

 

 

５月２日、パリで開催されたＯＥＣＤ閣僚理事会に際し、上川陽子外務大臣、齋藤健経済産業大

臣及びヴァルディス・ドムブロウスキス欧州委員会上級副委員長（人々のための経済担当）兼貿易

担当欧州委員は、第５回日・ＥＵハイレベル経済対話を開催し、次の点について議論を行った。 

   
１． 三者は、ＷＴＯを中核とする国際的なルールに基づく貿易体制を維持し、及び改善しつつ、世

界全体で脆弱性を低減し、全ての人々のための持続可能な発展を確保するため、経済的強靱性

及び経済安全保障に関する日・ＥＵの対話及び協力を追求する必要性を強調した。 

 

２． 三者は、市場歪曲的な産業補助金といった広範な非市場的政策及び慣行に起因する戦略物資に

関する特定の供給源への経済的依存関係の武器化に対する深い懸念を表明した。三者は、こう

した戦略的依存関係や過剰生産能力から生じる構造的な脆弱性に対処し、連携された取組を通

じて公平な競争条件を促進する必要性を認識する。 

 

３． 三者は、より透明、強靱で持続可能なサプライチェーンを構築するための政策に係る取組を連

携させ、前進させるため、「透明、強靱で持続可能なサプライチェーン・イニシアティブ」に

一致した。このイニシアティブは、２０２３年７月１３日の日・ＥＵ定期首脳協議の共同声明、

２０２３年１０月２８日に大阪で開催された日・ＥＵハイレベル経済対話の成果及びその際に

立ち上げられた「透明、強靱で持続可能なサプライチェーンを構築するための政策に関する国

際協力作業部会」並びに日ＥＵ産業政策対話の継続的な取組及びその下で新たに設立された

「サプライチェーンのモニタリングと連携に向けたタスクフォース」に基づくものである。三

者は、ＷＴＯ協定を含む国際的なルールとの整合性を確保しつつ、以下の課題について共に取

り組む必要性を提起した。 

  

（a） 気候変動、エネルギー安全保障、サイバーセキュリティ及び安定供給等に対処するための

取組において、透明性、多様性、安全性、持続可能性及び信頼性の原則の適用を通じ、戦

略的依存関係及び構造的な脆弱性に対処し、強靱で信頼性のあるグローバルなサプライチ

ェーンを確保すること。 

（b） 物品・サービスの調達及び競売並びに消費者補助金その他の需要サイドの政策におけるも

のを含め、こうした原則に基づき要件を特定するため、協調的な取組を継続すること。 

（c） 市場における透明性、強靱性及び持続可能性を強化するよう、企業を奨励すること。 

（d） 同志国と連携し、透明、強靱で持続可能なサプライチェーンを可能な限り広範に構築し、

強化すること。 



４． 三者は、リスク評価分析及び重要・新興技術の流出防止に関する情報共有を含む、経済的強

靱性及び経済安全保障に関する協力を推進することの重要性を強調した。三者は、日・ＥＵ

間の協力や、Ｇ７やその他の同志国との協力を通じ、経済的威圧に対する共同の評価、準備、

抑止及び対応を強化する必要性を再確認した。 

 

５． 三者は、ＷＴＯ協定において定められている既存の貿易救済措置をより効果的に活用するた

めの取組について情報交換を行うために協働する。 

 

６． 三者は、国際貿易の安定を支える多角的貿易体制の役割を強調し、ＷＴＯの全ての機能を改

善するためのＷＴＯ改革に関する日・ＥＵ協力を一層強化することにコミットした。三者は、

第１３回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ１３）の成果に基づき、完全なかつ良く機能する紛争解決制

度を備え、公平な競争条件に対処するための貿易と産業政策を含む現在のグローバルな課題

に対応可能な、効果的なＷＴＯを実現するため、あらゆる分野において作業を加速させるこ

との必要性を再確認した。双方は、ＭＣ１３からの全ての未解決の問題を前進させるという

コミットメントを強調した。さらに、三者は、複数国間のイニシアティブの重要性を強調し、

開発のための投資円滑化に関する協定をＷＴＯの法的枠組みに組み込むこと及び電子商取

引に関する共同声明イニシアティブの交渉を迅速に妥結させることへの支持を改めて表明

した。三者は、ＷＴＯの漁業補助金協定の第２段階交渉をできる限り速やかに妥結させるこ

とを含め、多数国間のルール形成の重要性を強調した。三者は、電子的送信に対する関税不

賦課のモラトリアムを維持するＭＣ１３における決定を歓迎した。 

 

７． 三者は、日ＥＵ・ＥＰＡの完全かつ効果的な実施が、日・ＥＵ間の貿易・投資関係の強靱性

を強化し、日・ＥＵの市民及び企業がＥＰＡにより創出される機会から十分な利益を得るこ

とを確保するために重要であることを強調した。三者は、規制協力を含む完全かつ効果的な

実施にコミットしている。 

 

８． 三者は、データの自由な流通に関する規定を加える日ＥＵ・ＥＰＡ改正議定書の署名を歓迎

した。データの流通は、デジタル貿易を支える重要な要因であり、日・ＥＵ双方のデジタル

経済の成長を促進するものである。この改正議定書は、両者が共有する価値に基づく信頼性

のある自由なデータ流通（ＤＦＦＴ）を促進するための基礎となるものであり、デジタル保

護主義やデータの流通に対する恣意的で不当な制限に反対する強いメッセージを発信する

ものである。 


